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地域コミュニティの再生を

 目指した美しい道路空間の形成
道路環境行政が対応を求められている環境上の課題

１．沿道環境対策
◇

 
大気質対策（ＮＯｘ、ＰＭ）

◇

 
騒音・振動対策

◇

 
ヒートアイランド対策

２．地球環境対策
◇

 
地球温暖化対策（ＣＯ２

 

）
◇

 
循環型社会の形成

３．自然環境対策
◇

 
生物多様性の保全

◇日本風景街道の推進

◇都市・地域の景観と一体となった

 良好な道路景観の保全・創出

◇オープンカフェ等有効な道路空間

 の活用

・
・

など

はじめにー道路環境行政についてー

３



１．沿道環境対策

４



SPMの環境基準

 

：
1時間値の1日平均値の年間2％除外値が0.10mg/m3以下（但し、1時間値の1日平均値が環境基準を2日以上連続して超えた場合は非達成と評価）

１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の現状（１／３）～

５

NO2 の環境基準

 

：

 

1時間値の1日平均値の年間98％値が0.04～0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下

・全国の一般局の年平均値は、平成元年度以降、0.015～0.017ppmで安定的に推移。
・自排局及びNOx・PM対策地域の一般局の年平均値は、近年、緩やかな改善傾向。

その結果、
・一般局の環境基準達成率は、平成11年度以降、全国及びNOx・PM対策地域において、96％以上の高い水準を維持。
・自排局の環境基準達成率は改善傾向にあり、平成17年度は、全国では91.3％、NOx・PM対策地域では85.1％。

・全国の一般局の年平均値は、平成元年度以降、0.015～0.017ppmで安定的に推移。
・自排局及びNOx・PM対策地域の一般局の年平均値は、近年、緩やかな改善傾向。

その結果、
・一般局の環境基準達成率は、平成11年度以降、全国及びNOx・PM対策地域において、96％以上の高い水準を維持。
・自排局の環境基準達成率は改善傾向にあり、平成17年度は、全国では91.3％、NOx・PM対策地域では85.1％。

・SPMの年平均値は、一般局、自排局ともに、全国及びNOx・PM対策地域において、緩やかな改善傾向。
・自排局と一般局の差については、徐々に縮小する傾向で、過去10年で半減。

その結果、
・自排局の平成17年度の環境基準達成率は、全国93.7%、NOx・PM対策地域92.8%と高水準。
（注）SPMの環境基準達成率は、全体として改善傾向にあると考えられるが、黄砂や天候等の影響を受けるため不

 
安定な推移。（※特にH13、H14は、黄砂の影響により2日連続要件で非達成となった観測局が多い）

 

・SPMの年平均値は、一般局、自排局ともに、全国及びNOx・PM対策地域において、緩やかな改善傾向。
・自排局と一般局の差については、徐々に縮小する傾向で、過去10年で半減。

その結果、
・自排局の平成17年度の環境基準達成率は、全国93.7%、NOx・PM対策地域92.8%と高水準。
（注）SPMの環境基準達成率は、全体として改善傾向にあると考えられるが、黄砂や天候等の影響を受けるため不

 
安定な推移。（※特にH13、H14は、黄砂の影響により2日連続要件で非達成となった観測局が多い）

二酸化窒素（NO2）の基準達成状況二酸化窒素（NO2）の基準達成状況

浮遊粒子状物質（SPM）の基準達成状況浮遊粒子状物質（SPM）の基準達成状況



６

平均濃度の推移

※大気汚染防止法第２２条に基づき、自治体が設置する一般環境大気測定局（一般局）、自動車排出ガス測定局（自排局）を対象

二酸化窒素（NO2）の基準達成状況二酸化窒素（NO2）の基準達成状況

１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の現状（２／３）～

環境基準達成率の推移
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環境基準達成率の推移

平均濃度の推移

※大気汚染防止法第２２条に基づき、自治体が設置する一般環境大気測定局（一般局）、自動車排出ガス測定局（自排局）を対象

浮遊粒子状物質（SPM）の基準達成状況浮遊粒子状物質（SPM）の基準達成状況

１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～二酸化窒素（NO2）及び浮遊粒子状物質（SPM）の現状（３／３）～
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１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～自動車の排出ガスの規制値の推移～

・自動車の排出ガス規制は順次強化。

・平成17年度規制値（新長期規制）につい

ては、ガソリン車では、昭和48年度規制

値の約5％まで低下。

・ディーゼル車では、NOxは昭和48年度規

制値の約20％まで、SPMは平成6年度規

制値の約5％まで低下。

・自動車の排出ガス規制は順次強化。

・平成17年度規制値（新長期規制）につい

ては、ガソリン車では、昭和48年度規制

値の約5％まで低下。

・ディーゼル車では、NOxは昭和48年度規

制値の約20％まで、SPMは平成6年度規

制値の約5％まで低下。

８

S48年度規制

H17 新長期規制
H17 新長期規制

S48年度規制

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
担当：道路環境調査室　環境対策係



９

・平成17年（2005年）の日本の排出ガス

規制は世界一厳しい基準。
・平成19年（2007年）までに欧米で規制
値が見直され、平成21年（2009年）に

日本は更に厳しい排出ガス規制を実施。

（※米国が2010年にNOX規制値を強化す

 る場合は、日本は更に厳しい規制を検討。）

 

・平成17年（2005年）の日本の排出ガス

規制は世界一厳しい基準。
・平成19年（2007年）までに欧米で規制
値が見直され、平成21年（2009年）に

日本は更に厳しい排出ガス規制を実施。

（※米国が2010年にNOX規制値を強化す

 る場合は、日本は更に厳しい規制を検討。）

中央環境審議会大気環境部会

 

H17.2.22資料より作成。

【ディーゼル重量車の排出ガス規制の強化（日・米・欧）】

１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～新長期規制（H17～）と09年規制（ポスト新長期規制）～
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１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～規制適合車への代替状況の推移～

・排ガス規制適合車への代替は年10%程度。
・自動車NOX・PM法における規制の対象となる長期規制に適合している車の割合は、平成17年度において全体の約55%程度。

・排ガス規制適合車への代替は年10%程度。
・自動車NOX・PM法における規制の対象となる長期規制に適合している車の割合は、平成17年度において全体の約55%程度。
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１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～規制適合車への代替によるNOX・SPM排出係数の推移～

・排ガス規制適合車への代替が進むにつれて、自動車からのNOX・SPMの排出係数は

 大きく改善。

 

・排ガス規制適合車への代替が進むにつれて、自動車からのNOX・SPMの排出係数は

 大きく改善。
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【自動車SPM排出係数の推移】【自動車NOX排出係数の推移】

約20%
まで低減

※排出係数

 

：

 

規制開始年度における１台平均当たりの単体からの大気汚染物質排出量を１００％値と

 
して、各年度における年式別の車両構成比や単体規制値を用いて、各年度における１台

 
平均当たりの単体からの大気汚染物質排出量を算出した数値
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１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～低公害車の普及促進と燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、DME自動車等、次世代低公害車の性能～

１２
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○低公害車の普及状況

出典：「数字で見る自動車」

次世代ＤＭＥ自動車 次世代ＣＮＧ自動車 次世代ハイブリッド自動車 燃料電池自動車

○現在開発中の次世代低公害車の性能

低公害車の種類 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

ハイブリッド自動車 ５０，５６６ ７４，２５６ ９０，８７５ １３２，１１８ １９６，５９４

天然ガス自動車 ７，８１１ １２，０１２ １６，５６１ ２０，６３８ ２４，２６３

電気自動車 ３，８３０ ４，７００ ５，６００ ７，７００ ８，５００

メタノール自動車 １７６ １３２ ９１ ５７ ３２

合 計 ６２，３８３ ９１，１００ １１３，１２７ １６０，５１３ ２２９，３８９

達成値



１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～騒 音 の 現 状（１／２）～

【全国の騒音の状況 】

出典：平成１６年度自動車交通騒音実態調査報告
（環境省

 

水・大気環境局

 

自動車環境対策課）

※[ ]内は、評価対象住居等戸数
※評価対象範囲は、道路（高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道等）端の両側から50mの範囲内にある住居等

単位

 

住居等戸数(千戸）(比率（％））

・騒音は、住居等戸数で評価すると、環境基準の達成率は、約8割。・騒音は、住居等戸数で評価すると、環境基準の達成率は、約8割。

１３
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263.2

280.22167.2　(81.4)

1932.7　(80.7)

1549.3　(80.1)

1153.7　(77.6)

402.3　(76.9)

22.0

21.9

23.9

13.1

5.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成12年度
［523.2千戸］

平成13年度
［1,486.5千戸］

平成14年度
［1,933.9千戸］

平成15年度
［2,395.1千戸］

平成16年度
［2,663.1千戸］

昼夜とも基準値以下 昼のみ基準値以下

夜のみ基準値以下 昼夜とも基準値以下



１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～騒 音 の 現 状（２／２）～

■環境基準達成率（夜間65dB)

・騒音は、延長で評価した場合、遮音壁、環境施設帯、低騒音舗装の延長は伸びているも
のの、騒音要請限度ですら、達成状況が悪く厳しい状況。

・騒音は、延長で評価した場合、遮音壁、環境施設帯、低騒音舗装の延長は伸びているも
のの、騒音要請限度ですら、達成状況が悪く厳しい状況。

■各騒音対策延長の経年変化（評価区間内）
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※規制値を音のエネルギーに換算し、初期規制値を100%とした。

■騒音規制の経緯（乗用車）
○加速走行騒音

○定常走行騒音

○近接排気騒音

１４

■要請限度達成率（夜間70dB)
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東京都の例

出典

 

：

 

環境省報告書

 

「平成１２年度ヒートアイランド現象の実態解析と対策のあり方について（増補版）」

５日

１０日

３０日

４０日

２０日

５日

１０日

３０日

４０日

２０日

※1981年と1999年において、東京における30℃超延べ時間数を集計し、分布を等時間線

 
で示したもの

・

 
近年、都市特有の環境問題として、ヒートアイランド現象が注目されている。

・

 
2004年７月には、東京都で 高気温39.5℃、 低気温29.6℃の観測史上 高・ 低

 気温を記録するなど、ヒートアイランド現象との関連も指摘されている。

 

・

 
近年、都市特有の環境問題として、ヒートアイランド現象が注目されている。

・

 
2004年７月には、東京都で 高気温39.5℃、 低気温29.6℃の観測史上 高・ 低

 気温を記録するなど、ヒートアイランド現象との関連も指摘されている。

１－１
 
大気、騒音等の現状

 ～大都市部におけるヒートアイランド現象～

１５



１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～沿道環境対策（円滑な道路交通の確保） ～

整整整

 
備備備

 
前前前

（混雑時）

整整整

 
備備備

 
後後後

・自動車からの排出ガスの排出量は、走行速度の向上により減少。
・自動車からの騒音は、自動車交通の分散により減少。
・沿道環境を改善するために、幹線道路ネットワークの整備や交差点立体化、交
差点改良等のボトルネック対策によって、円滑な道路交通を確保。

・自動車からの排出ガスの排出量は、走行速度の向上により減少。
・自動車からの騒音は、自動車交通の分散により減少。
・沿道環境を改善するために、幹線道路ネットワークの整備や交差点立体化、交
差点改良等のボトルネック対策によって、円滑な道路交通を確保。
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ＮＯｘ、ＳＰＭ、ＣＯ２排出量と走行速度の関係

出典：国総研資料第１４１号

 

「自動車排出係数の算定根拠」

バイパスの整備
により渋滞が

解消

１６
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１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～沿道環境対策（道路構造対策）～

バッファービル

建物防音

環境施設帯

低騒音効果のある
高機能舗装

低騒音効果のある
高機能舗装

新型遮音壁
新型遮音壁

建物防音

環境施設帯

遮音壁

遮音壁

高架裏面吸音板

バッファービル

建物防音

環境施設帯

低騒音効果のある
高機能舗装

低騒音効果のある
高機能舗装

新型遮音壁
新型遮音壁

建物防音

環境施設帯

遮音壁

遮音壁

高架裏面吸音板

・交通円滑化対策のみでは良好な沿道環境の確保ができない地域において、直接
的に当該道路の対策を実施。

・交通円滑化対策のみでは良好な沿道環境の確保ができない地域において、直接
的に当該道路の対策を実施。

騒音対策の分類
○発生源対策
○伝搬時の対策

大気質対策の分類
○伝搬時の対策

１７
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１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～沿道環境対策（沿道環境整備制度） ～

同時または

段階的

沿道整備道路の指定

 

沿道整備道路の指定

沿道整備協議会

 

沿道整備協議会
道路交通騒音減少計画の策定

 

道路交通騒音減少計画の策定沿道地区計画の決定

 

沿道地区計画の決定

区域及び整備の方針決定

 

区域及び整備の方針決定

沿道地区整備計画の決定

 

沿道地区整備計画の決定

建築物の構造の制限に関する条例の制定

 

建築物の構造の制限に関する条例の制定

「幹線道路の沿道の整備に関する法律」の流れ 施策イメージ図

・道路構造対策に加え、幹線道路の沿道にふさわしい土地利用への転換の促進と
建物の防音化等を実施。

・道路構造対策に加え、幹線道路の沿道にふさわしい土地利用への転換の促進と
建物の防音化等を実施。
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沿道整備道路と沿道地区計画の推移

現在、沿道整備道路は国道43号など11路線、沿道整備地

 
区計画は、尼崎市内、四日市市内、東京23区内に39箇所

 
が定められている。 １８
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１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～交差点におけるオープンスペース化の整備事例～

整備前 整備後

・国道17号、環状七号線、首都高速5号線が立体交差した3層構造となっている大和町交差

 点は、3路線合計で1日約24万台となる交通量と沿道に連担する中低層ビルによる半閉塞空

 間が原因で、NO2濃度、SPM濃度ともに6年連続（H11～H16）全国ワースト5位以内と、極め

 て大気汚染の厳しい状況。

 ・これまでに、①換気施設設置、②光触媒によるNOX除去、③土壌浄化によるNOx除去を

 行ってきたが、平成17年3月には交差点部のオープンスペース化の対策を実施。

 ・対策前後で比較すると、季節的にNOx濃度が高くなる冬季に濃度の低減が認められた。

・国道17号、環状七号線、首都高速5号線が立体交差した3層構造となっている大和町交差

 点は、3路線合計で1日約24万台となる交通量と沿道に連担する中低層ビルによる半閉塞空

 間が原因で、NO2濃度、SPM濃度ともに6年連続（H11～H16）全国ワースト5位以内と、極め

 て大気汚染の厳しい状況。
・これまでに、①換気施設設置、②光触媒によるNOX除去、③土壌浄化によるNOx除去を

 行ってきたが、平成17年3月には交差点部のオープンスペース化の対策を実施。
・対策前後で比較すると、季節的にNOx濃度が高くなる冬季に濃度の低減が認められた。

１９



１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～環境ロードプライシングの実施事例～

（注１）時間区分は、昼間：6時～22時，夜間：22時～翌6時である。

（注２）表示データは、８割引実験期間中の平日（月～金）の週別平均値である。

（注３）雨天時及び2/1，2/2の積雪時は、特異値として除外した。
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騒
音

レ
ベ

ル
（

d
B

）

要請限度

昭 和 町（ 平 日 昼 間 ）
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71 71

72
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80

実験前
（11/24-
　11/30）

実験中
（1/15-
　1/21）

実験中
（1/22-
　1/28）

実験中
（1/29-
2/4）

実験中
（2/5-

　　2/11）

実験中
（2/12-
　2/15）

騒
音

レ
ベ

ル
（

d
B

）

要請限度

２０

志和IC

廿日市IC

中 野 東（ 平 日 昼 間 ）

77 77 76 7777
77
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70

72

74

76

78

80

実験前
（11/24-
　11/30）

実験中
（1/15-
　1/21）

実験中
（1/22-
　1/28）

実験中
（1/29-

2/4）

実験中
（2/5-

　　2/11）

実験中
（2/12-
　2/15）

騒
音

レ
ベ

ル
（

d
B

）

要請限度

中 野 東（ 平 日 夜 間 ）

75

74
75

74
75

76

68

70

72

74

76

78

80

実験前
（11/24-
　11/30）

実験中
（1/15-
　1/21）

実験中
（1/22-
　1/28）

実験中
（1/29-

2/4）

実験中
（2/5-

　　2/11）

実験中
（2/12-
　2/15）

騒
音

レ
ベ

ル
（

d
B

）

要請限度

約2ｄB
減少

・大型車の通過交通が多く、騒音の要請限度を超過している箇所が多く存在する国道２号（広島県広島市周辺）にお

 
いて、高速道路の大型車の料金を割り引くことにより、自動車騒音の大きい貨物車両を高速道路に誘導し、国道２

 
号の沿道環境を改善。

 （実験内容）
・対象区間 ： 山陽自動車道・広島岩国道路（志和IC～廿日市IC）
・実験期間 ： 平成１７年１月１５日（土）～２月１５日（火）３２日間
・時

 

間

 

帯 ： ２４時間（終日）

（実験結果）

 

８割引時において夜間騒音値が減少傾向。（上瀬野、中野東地区においては 大約２ｄＢの減少。）

・大型車の通過交通が多く、騒音の要請限度を超過している箇所が多く存在する国道２号（広島県広島市周辺）にお

 
いて、高速道路の大型車の料金を割り引くことにより、自動車騒音の大きい貨物車両を高速道路に誘導し、国道２

 
号の沿道環境を改善。

（実験内容）
・対象区間 ： 山陽自動車道・広島岩国道路（志和IC～廿日市IC）
・実験期間 ： 平成１７年１月１５日（土）～２月１５日（火）３２日間
・時

 

間

 

帯 ： ２４時間（終日）

（実験結果）

 

８割引時において夜間騒音値が減少傾向。（上瀬野、中野東地区においては 大約２ｄＢの減少。）

・対象車種

 

：

 

中型車、大型車、特大車
・割

 

引

 

率 ：

 

約８０％割引

し わ はつかいち



気
化
熱

保水材

路盤

雨など
太陽熱

基層

気
化
熱

保水材

路盤

雨など
太陽熱

基層

舗装体内の保水材に蓄えられた水分が蒸発する

 
ときの気化熱により、路面温度を低下させるもの。

【保水性舗装】

・ヒートアイランド現象が顕著である都市部において、夏場の歩行空間の快適性
を向上させるため、路面温度を低下させる舗装（保水性舗装等）を普及・促進。

・平成１７年度から沿道環境改善事業の対象に「路面温度を低下させる舗装」を追加。

・ヒートアイランド現象が顕著である都市部において、夏場の歩行空間の快適性
を向上させるため、路面温度を低下させる舗装（保水性舗装等）を普及・促進。

・平成１７年度から沿道環境改善事業の対象に「路面温度を低下させる舗装」を追加。

１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～路面温度を低下させる舗装の普及促進～

２１

車道と歩道を保水性舗装にした場合、歩道上高さ1.0mで
1～2℃程度の気温低減効果が期待。

子供

犬2.0℃

1.0℃

0.5℃

車道（保水性舗装） 歩道（保水性舗装）
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0.5℃
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保水性舗装による気温低減効果のイメージ

路面温度を低下させる舗装の例



位 置 図

１．対象区間：一般国道２４６号(国会議事堂と議員会館の間)
２．対策延長：約３５０m
３．対策内容：散水により路面温度を下げる保水性舗装(車道部) 

太陽光エネルギー等を設備に活用する散水装置
※散水の水源として湧水を利用

平成１８年７月７日（金）１２時から散水開始

実 施 概 要

１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～路面温度を低下させる舗装の導入～

２２



・道路施設（道路照明等）への新エネルギーの活用を促進することにより、道路管理に
伴うエネルギー使用量を削減し、これに伴う二酸化炭素の削減を図り、地球温暖化
対策を推進。

・平成１８年度から沿道環境改善事業の対象に「新エネルギー（太陽光・風力等）を
活用した道路照明等の道路施設」を追加。

・道路施設（道路照明等）への新エネルギーの活用を促進することにより、道路管理に
伴うエネルギー使用量を削減し、これに伴う二酸化炭素の削減を図り、地球温暖化
対策を推進。

・平成１８年度から沿道環境改善事業の対象に「新エネルギー（太陽光・風力等）を
活用した道路照明等の道路施設」を追加。

（対象）新エネルギー（太陽光・風力・地熱等）を活用した以下の施設を対象
（１）街灯
（２）道路情報提供装置
（３）車両の運転者の視線を誘導するための施設（視線誘導標、視線誘導板）
（４）道路の防雪のための施設（消雪装置）

 

など

○太陽光を活用した道路照明、道路情報提供装置 ○地熱を活用した路面融雪装置

１－２
 
大気、騒音問題等への取り組み

 ～道路施設における新エネルギーの活用に向けた取り組み～

２３



２．地球環境対策  
～京都議定書目標達成に向けて～

２４



２-１-（１）
 
各国のCO2排出量

２５

○世界全体のCO2排出量に占める日本の排出量の割合は約5%で、世界で4番目。○世界全体のCO2排出量に占める日本の排出量の割合は約5%で、世界で4番目。

京都議定書批准国

（うち、気候変動枠組条約の附属書Ⅰ国）
その他

IEA CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION 1971 –

 

2005,2007 Edition



京都議定書採択以後の経緯

1997（H  9）年

1998（H10）年

2002（H14）年

2005（H17）年

2008（H20）年

12月

6月

10月

6月

2月

44月月

33月月

京都議定書の採択

◇先進国全体

 
1990年比

 
５％削減

 
（2010年）

◇日本

 
1990年比

 
６％削減

 
（2010年）

地球温暖化対策大綱の策定

地球温暖化対策推進法の成立

京都議定書の締結

京都議定書の発効

京都議定書目標達成計画の策定京都議定書目標達成計画の策定

京都議定書目標達成計画の改定京都議定書目標達成計画の改定

２-１-（２）
 
京都議定書目標達成計画の策定

○平成17年4月に京都議定書目標達成計画を策定（閣議決定）。○平成17年4月に京都議定書目標達成計画を策定（閣議決定）。

２６



2002 年

+7.6%

削減目標

基準年比
（１９９０）

±0%

－6%

2010 年
（※約束期間は 2008 ～2012 年）

森林の保全

国際協力
（京都 メカニズム ）

6.5%

3.9%

1.6%

+6%

○対策を確実に進めるため、あらゆる施策を動員（ ポリシーミックス ）
○毎年の 評価・見直しのサイクル（ PDCA ）を通じて、施策を強化
○国民運動 ・技術開発 等を通じて対策を加速

○クリーン開発メカニズム（ CDM ）、共同実
施（ JI）等の京都メカニズムを活用

○健全な森林の整備
○国民参加の森づくり 等

○企業の自主的取組
○代替物質の開発・利用
○冷媒ＨＦＣの回収

○混合セメントの利用拡大
○ほ場の管理対策 等

○産業
・企業の自主的取組の推進
・高性能ボイラー・工業炉等の導入 等

○家庭
・住宅の省エネ性能向上（省エネ法改正）
・省エネ家電等（省エネ法対象拡大）
・高効率給湯器、照明等の導入 等

○業務その他
・オフィスビルの省エネ性能向上（省エネ法改正）
・BEMS （ﾋﾞﾙｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ）の普及 等

○運輸
・公共交通機関の整備･利用
・自動車交通流対策 等

○エネルギー供給
・新エネルギー（風力、バイオマス等）導入
・原子力発電の設備利用率向上 等

○部門間連携（地域、社会経済ｼｽﾃﾑ対策）
・複数事業者のエネルギー融通
・未利用エネルギーの有効利用
・物流事業者と荷主の連携 等

○クリーン開発メカニズム（ CDM ）、共同実
施（ JI）等の京都メカニズムを活用

○健全な森林の整備
○国民参加の森づくり 等

○企業の自主的取組
○代替物質の開発・利用
○冷媒ＨＦＣの回収

○混合セメントの利用拡大
○ほ場の管理対策 等

○産業
・企業の自主的取組の推進
・高性能ボイラー・工業炉等の導入 等

○家庭
・住宅の省エネ性能向上（省エネ法改正）
・省エネ家電等（省エネ法対象拡大）
・高効率給湯器、照明等の導入 等

○業務その他
・オフィスビルの省エネ性能向上（省エネ法改正）
・BEMS （ﾋﾞﾙｴﾈﾙｷﾞｰ管理ｼｽﾃﾑ）の普及 等

○運輸
・公共交通機関の整備･利用

等
○エネルギー供給

・新エネルギー（風力、バイオマス等）導入
・原子力発電の設備利用率向上 等

○部門間連携（地域、社会経済ｼｽﾃﾑ対策）
・複数事業者のエネルギー融通
・未利用エネルギーの有効利用
・物流事業者と荷主の連携 等

代替フロン等

非エネ CO 2、メタン等

エネルギー
起源 CO 2

（△ 0.4％
△7百万t-CO2 /年 ）

（△ 4.8% △59百万t-CO2 /年 ）

（△ 1.3％
△16百万t-CO2 /年)

－６％の削減

 
目標を達成す

 
るために今後

 
講じる対策

現行の対策・施策を継続した場合の２０１０年の温

 
室効果ガス排出量の見込み

２-１-（３）
 
京都議定書目標達成計画の全体像

○目標達成のために、運輸部門では公共交通機関の利用や自動車交通流対策等を実施。○目標達成のために、運輸部門では公共交通機関の利用や自動車交通流対策等を実施。

２７



２-１-（４）
 
部門別エネルギー起源のCO2排出状況と2010年目標

２８

0

100

200

300

400

500

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

百万トンCO2/年
産業部門（工場等）

家庭部門

業務その他部門
（オフィスビル等）

（2010年度の目安：約424～428百万t-CO2/年）

（2010年度の目安：約240～243百万t-CO2/年）

（2010年度の目安：約208～210百万t-CO2/年）

（2010年度の目安：約138～141百万t-CO2/年）

（2010年度の目安：約66百万t-CO2/年）

482

217

164

127

67.8

460

254

229

166

77.3

1990
【基準年】

2006 （年度）2010

79.3

174

455

257

238

運輸部門（自動車・船舶等）

エネルギー転換部門

○業務部門･家庭部門では増加傾向。
○運輸部門は2001年度を境に減少傾向。

1990
（H2）

2001
（H13）

2006
（H18）

GIO公表値（2008.5.16）、京都議定書目標達成計画より作成
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1990 2006

217百万t-CO2/年

254百万t-CO2/年

240～243百万t-CO2/年

2000 2010
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【確定値】

２-１-（５）
 
運輸部門からのCO2排出量実績

２９

○運輸部門に割り当てられた京都議定書目標達成計画のCO2排出量の目標値（2010年時点）

 は約240～243百万t。

 ○運輸部門からのCO2排出量は2001年をピークに減少傾向。京都議定書目標達成計画の

 目標達成まで、2006年度に比べてあと11～14百万tの削減が必要。

 

○運輸部門に割り当てられた京都議定書目標達成計画のCO2排出量の目標値（2010年時点）

 は約240～243百万t。
○運輸部門からのCO2排出量は2001年をピークに減少傾向。京都議定書目標達成計画の

 目標達成まで、2006年度に比べてあと11～14百万tの削減が必要。

（H2） （H17） （H22）

環境省報道発表資料（H19.11.5）、

 

GIO資料をもとに作成



２-１-（６）
 
自動車からのCO2排出量実績

３０

○ CO2総排出量のうち運輸部門からは約2割を占め、そのうち約9割は自動車。○ CO2総排出量のうち運輸部門からは約2割を占め、そのうち約9割は自動車。

GIO公表値、環境省報道発表資料より作成

〔2006年度〕

業務その他
部門
18.0% 産業部門

36.1%

エネルギー
転換部門

6.1%

家庭部門
13.0%

工業プロセス
4.2%

その他部門
0.0%

廃棄物
2.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

航空

鉄道

内航 自動車
 約９割

総排出量
1,274百万
t-CO2/年

運輸部門
 19.9％

254百万
t-CO2/年



２-１-（７）
 
自動車から排出されるCO2の削減対策

○自動車からのCO2削減対策は、実走行燃費を上げることが基本。○自動車からのCO2削減対策は、実走行燃費を上げることが基本。

自動車
燃費改善

交通流対策等 エコドライブ

■理論燃費と実走行燃費の差異■自動車から排出されるCO2の削減対策

エコドライブ

交通流対策等理

 論

 燃

 費

実
走
行
燃
費

運転方法等

渋滞等

 （走行速度低下）

自
動
車
燃
費
改
善
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■旅行速度とCO2排出量の関係

【 対

 
策 】【低下原因】

３１



２-１-（８）
 
運輸部門からのCO2排出量実績と対策の削減効果

３２

○京都議定書目標達成計画（H20年閣議決定）では、運輸部門に割り当てられたCO2排出量の

 目安としての目標（2010年度）は240～243百万t-CO2。
○運輸部門からのCO2排出量は2001年度をピークに減少傾向であるが、2005年度実績から14

 ～17百万t-CO2の削減が必要。

※14～17百万t-CO2削減

217

270

250

’02 ’10’90 ’00

京都議定書
による基準年

（年度）

運輸部門の

排出量実績

’99’98 ’01 ’03 ’04

268

’05

260

京都議定書目標達成計画

・自動車単体対策及び
走行形態の環境配慮化

・交通流対策

・物流の効率化

・公共交通機関の利用促進等

運輸部門の対策による削減

240
（目標）

目安としての目標
240～243百万t-CO2

257

エネルギー起源
CO2排出量（百万t-CO2）



２－１－（９）
 
地球温暖化対策

 -京都議定書目標達成計画に位置付けられている道路施策-

○高度道路交通システム（ITS）の推進○自転車利用環境の整備 ○路上工事の縮減

○高速道路の多様で弾力的な料金施策 ○ボトルネック踏切等の対策

自転車利用環境の整備

 

等 共同溝の整備､集中工事･共同施工の実施

 

等

踏切対策のスピードアップ

 

等高速道路の料金引き下げ

 

等

ETCの利用促進､VICSの普及促進

 

等

基準年から2010年度までに

合計約400＋α万トン削減

自転車利用への転換により、 渋滞緩和による走行速度の向上により、

渋滞緩和による走行速度の向上により、

削減目標：約70万トン削減目標：約30万トン

削減目標：約20万トン削減目標：約20＋α※万トン

削減目標：約260万トン

一般道から走行のスムーズな高速道路への転換等により、

渋滞緩和による走行速度の向上により、

〔自転車利用環境の整備〕 〔路上工事の縮減〕ETCの利用促進 VICSの普及促進
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※

 

2008年度に導入する新たな料金割引等によるCO2排出削減

○

 

交通流の円滑化による走行速度の向上が実効燃費を改善し、自動車からのCO2排出量を削減。

○

 

京都議定書目標達成計画の確実な達成のため、環状道路等幹線道路ネットワークの整備を進めるとともに、

 ITSの推進や高速道路の多用で弾力的な料金施策の実施により、引き続きCO2排出量を削減する方針。

これまでの実績

京都議定書目標達成計画に目標削減量の掲げられている道路施策 :

 

削減目標

 

合計約400＋α万トン

～削減目標の達成に向け着実に推進～

〔高度道路交通システム（ITS）の推進〕
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２－１－（10）
 
道路施策による地球温暖化対策

３４

○地球温暖化防止のため、自動車からのＣＯ２排出量を減らすことや、排出されたＣＯ２を

 吸収する樹木増やすための対策等を体系的かつ集中的に実施する。

 

○地球温暖化防止のため、自動車からのＣＯ２排出量を減らすことや、排出されたＣＯ２を

 吸収する樹木増やすための対策等を体系的かつ集中的に実施する。

(1) 人と車のかかわり方の再考 ・自転車利用環境の整備

・公共交通のシステム改善と運用改善

・エコドライブの推進

・環境に優しい自動車の開発･普及

 

等

（2） 渋滞がなくスムーズに走れる

道路の実現

・環状道路整備等の渋滞対策

・開かずの踏切等を除却する対策

・多様で弾力的な料金施策

 

等

（3） 道路空間の活用・工夫による

二酸化炭素の削減

・道路緑化の推進

・道路空間における新エネルギーの活用

 （太陽光など）

 

等

（4） 自動車交通の運用の効率化 ・ITSの活用等による道路交通情報の

 提供の充実

 

等

〈施策の体系〉



２ー２
 
道路施策によるCO2削減

○高度道路交通システム（ITS）の推進
 ①ETCの利用促進

 ②VICSの普及促進
 ○路上工事の縮減

 ○自転車利用環境の整備
 ○首都圏三環状道路の重点整備

 ○慢性的な渋滞への対策
 ○開かずの踏切等を除却する対策

 ○高速道路利用の促進
 ①ミッシングリンク（不連続区間）の解消

 ②多様で弾力的な料金施策
 ○道路緑化※

 ○その他

☆・・・京都議定書目標達成計画に位置づけられている施策

 ※・・・道路緑化については、都市緑化等に含まれる

☆

☆
☆

☆

３５

☆

☆



２-２-（１）
 
首都圏三環状道路の重点整備

３６

人 口：２，８５７万人

人口密度：４，４５９人／ｋ㎡

４０％整備率

２０９km供用延長

５２１ｋm計画延長

人 口：２，８５７万人

人口密度：４，４５９人／ｋ㎡

４０％整備率

２０９km供用延長

５２１ｋm計画延長

○都市の骨格の形成に加え、交通渋滞の緩和、良好な生活空間創造のため、

 環状道路の整備を重点的に推進

 

○都市の骨格の形成に加え、交通渋滞の緩和、良好な生活空間創造のため、

 環状道路の整備を重点的に推進

首都圏環状道路と諸外国の比較

首都圏環状道路の整備

•

 

首都圏における環状道路の整備率は現在40%であり、海外主要都市に比べ著しく遅れている。
東 京 パ リ ロンドン 北 京

《出典》国土交通省 《出典》The M25 ORBITAL MOTORWAY
(Department of Transport)

《出典》北京高速公路工程建設情況介紹
（北京市首都公路発展有限責任公司）

《出典》イル・ド・フランス地方道路インフラ計画課

《出典》国土交通省

人 口：８６１万人

人口密度：４,４８２人／ｋ㎡

８４％整備率

２６２km供用延長

３１３km計画延長

人 口：８６１万人

人口密度：４,４８２人／ｋ㎡

８４％整備率

２６２km供用延長

３１３km計画延長

人 口：９０６万人

人口密度：２,２０８人／ｋ㎡

１００％整備率

１８８km供用延長

１８８km計画延長

人 口：９０６万人

人口密度：２,２０８人／ｋ㎡

１００％整備率

１８８km供用延長

１８８km計画延長

人口：４０５万人

人口密度：１,４２５人／ｋ㎡

８７％整備率

３７９km供用延長

４３６km計画延長

人口：４０５万人

人口密度：１,４２５人／ｋ㎡

８７％整備率

３７９km供用延長

４３６km計画延長

首都圏三環状道路の全線完成で、

 200～300万t-CO2/年削減

《現

 

況》 《全線完成》



２-２-（２）
 
慢性的な渋滞への対策

３７

○客観的データに基づき、関係機関と連携しながら優先的な取組みが必要な箇所を抽出し、

 対策を決定した上で予算を重点投資することにより、効率的・効果的な渋滞対策を実施

 

○客観的データに基づき、関係機関と連携しながら優先的な取組みが必要な箇所を抽出し、

 対策を決定した上で予算を重点投資することにより、効率的・効果的な渋滞対策を実施

優先的に対策すべき箇所の抽出

・日常的に混雑が発生している箇所（約9,000箇所）

 のうち、特に事業効果が高い1/3程度の箇所

 （約3,000箇所）に対して、優先的に対策を実施。

全国の幹線道路について、渋滞損失時間を約3割削減

・対策例・・・バイパス整備、交差点立体化、現道拡幅・多車線化、右左折レーン等設置、交差点改良

対策例：一般国道17号

 

柿沼肥塚立体（埼玉県熊谷市肥塚～同市柿沼）

●立体部開通前 ●立体部開通後

柿沼肥塚立体の完成により、交差点の渋滞損失時間が6割減少

対策例：一般国道357号

 

環七立体（東京都江戸川区臨海町）

●立体部開通

 
前

●立体部開通

 
後

環七立体の完成で渋滞が大幅に緩和

混
雑
発
生
頻
度

10%

 

→
…

50%

 

→

（交差点）

…
……

約3,000箇所（特に事業効果が高い箇所）

約23,000箇所（混雑の発生がみられる箇所）

約9,000箇所（日常的に混雑が発生している箇所）

約19万箇所

特に事業効果が高い1/3程度の箇所（約3,000箇所）

 
に対して、優先的に渋滞対策を実施

→約3,900t-CO2/年のCO2が削減→約750t-CO2/年のCO2が削減



２-２-（３）
 
開かずの踏切等を除却する対策

３８

目標達成計画

 
位置づけ対策

【ETCの利用促進により、基準年から2010年までに約20万t-CO2/年削減】
・全国全踏切の総点検に基づく緊急対策踏切の重点化や事業支援制度の充実等により、2006年

 度

 より踏切対策のペースを2倍にスピードアップ。
第一約束期間において、約75箇所のボトルネック踏切の解消を追加実施。
・踏切遮断による地域の交通渋滞が解消。ボトルネック踏切等の対策スピードアップによって、

 CO2排出量を更に年間約20万トン削減見込み。

05 06 07 08 09 10 11 1205 06 07 08 09 10 11 12

整備後

整備前

ＪＲ阪和線連続立体交差事業(大阪市)

ボトルネック踏切11箇所の解消
（１箇所あたり約５千トン削減）

Ｃ
Ｏ
２
排
出
削
減
量

ボトルネック踏切

 
約75箇所除却

ボトルネック踏切

 
約150箇所除却

スピード

 
アップ分

※

 

ボトルネック踏切：開かずの踏切、交通が集中する踏切

ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟ分のみ計上

【当初計画】 【現在の計画】

ボトルネック踏切等の対策によるCO2排出削減量（イメージ）

年間約40万トン

 
削減見込み

年間約20万トン

 
削減見込み

’05

 

’06

 

’07

 

’08

 

’09

 

’10

 

’11

 

’12 （年度）’05

 

’06

 

’07

 

’08

 

’09

 

’10

 

’11

 

’12 （年度）

2倍に
スピード

 
アップ

ボトルネック踏切等の対策事例



２-２-（４）高速道路利用の促進
 
①ミッシングリンク（不連続区間）の解消

○高速道路の短区間の未整備区間の早期整備により、高速道路利用率を向上。○高速道路の短区間の未整備区間の早期整備により、高速道路利用率を向上。

ミッシングリンク解消効果の例

伊勢湾岸
自動車道

H14年度開通

(H15. 3.21)
H13年度開通

(H14. 3.24)
H11年度開通

(H12. 3.25)
H9年度までに開通

(H10. 3.30)
H14年度開通

(H15. 3.21)
H15年度開通

(H15.12.25)
H16年度開通

(H16.12.12)
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0
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15000
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25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000
伊勢湾岸自動車道の交通量の変化（IC間交通量）交通量（台／日）

H10～H15
H16.6月
H17.1月
H17.7月

：年平均交通量
：月の日平均交通量
：月の日平均交通量
：月の日平均交通量

凡　　例

： 平成１０年
： 平成１２年
：　平成１４年
：　平成１５年
： 平成１６年６月
： 平成１７年１月
： 平成１７年７月

37千台

20千台

10千台

39千台

48千台

35千台

25千台

16千台 開
通
区
間

50千台

39千台

・東名高速道路～東名阪自動車道間の伊勢

湾岸自動車道の 後の開通区間（豊田JCT

～豊田南IC間L=7.6km）の開通により伊勢湾

岸自動車道全体の交通量が増加。

伊勢湾岸自動車道 全線 L=約52km

開通前総走行台キロ 約980千台km/日

(平成16年6月平均値)

開通後総走行台キロ 約1,960千台km/日

（平成17年7月平均値)

・わずかL=7.6kmの開通により

全線L=約52kmの伊勢湾岸自動車道の

走行台キロの増加率（開通後／開通前）。

約２倍に増加

・今回の開通により 大断面交通量は

５０千台/日に達した。（名港中央IC～飛島IC）

３９



２-２-（４）
 
高速道路利用の促進

 
②多様で弾力的な料金施策

４０

目標達成計画

 
位置づけ対策
目標達成計画

 
位置づけ対策

【多様で弾力的な料金施策により、基準年から2010年までに約20＋α万t-CO2/年削減】

 
（第一約束期間(2008～2012）の5年間の平均）

・民営化時から高速道路料金の平均約１割引を実施中であり、一般道路からスムーズな走行が可能な

高速道路に転換することにより、年間約20万トンのCO2排出量を削減。

・「道路特定財源の見直しについて」(2007.12.7)に基づき、更に平均約１割引となる料金引下げ、

 スマートICの増設をＨ２０年度から導入予定であり、更にCO2排出量を削減見込み。

通勤割引

（地方圏100km以内）

朝夕(6時-9時，17時-20時）

5割引

早朝夜間割引

(大都市圏100km以内)

 
(22時-翌6時）

5割引

深夜割引（全国）

(0時-4時）

3割引

一般道路から高速道路への転換等

１．高速道路料金の引下げ

更に、平均約１割引を効果的に実施予定（具体的内容を検討中）

（１）地域の活性化、物流の効率化の推進

 
・地方部を中心に一般道から並行する高速道路へ利用転換

・長距離輸送量の5割を占める夜間の物流コストの引下げ

（２）都市部の深刻な渋滞の解消

 
・渋滞の発生する都心部から環状道路等へ交通誘導

２．スマートICの増設
2008～2012年の間、約１００箇所で整備予定。

「道路特定財源の見直しについて」

 

(2007.12.7)に基づく
既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化

 

(2008～)
民営化時の平均約1割引 （2005～）

スマートインターチェンジ
のイメージ

（精査中）年間約20万トン削減 更に年間α万トン削減

 

（具体的内容を検討中）



２-２-（５）高度道路交通システム（ITS）の推進
 

①ETCの利用促進
目標達成計画

 
位置づけ対策

○料金所渋滞の解消や、料金所周辺の環境改善、多様で弾力的な料金施策の実施、利用者

 の利便性・快適性の向上に寄与することから、全国の料金所でETCの整備を実施。

 ○ETCの普及促進を図るため、ETC車載器の購入支援や、ETCを活用した多様な料金割引等

 の施策を積極的実施。

 

○料金所渋滞の解消や、料金所周辺の環境改善、多様で弾力的な料金施策の実施、利用者

 の利便性・快適性の向上に寄与することから、全国の料金所でETCの整備を実施。
○ETCの普及促進を図るため、ETC車載器の購入支援や、ETCを活用した多様な料金割引等

 の施策を積極的実施。

【ETCの利用促進により、基準年から2010年までに約20万t-CO2/年削減】

車載器購入支援
の実施

多様な料金割引
の実施

二輪車ETCの
本格運用開始

クレジットカード以外の
決済方法の導入

ワンストップサービス
の実施

４１

累計約1,576万台（平成19年1月末時点）

ＥＴＣ車載器セットアップ台数（毎年6月末時点）
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ＥＴＣ利用率と本線料金所渋滞量の関係
【全18本線料金所合計】
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○交通流の円滑化による走行速度の向上が実走行燃費を改善し、自動車からの

 二酸化炭素排出量を減らすことから、

 
VICSの導入及び普及を促進。

 

○交通流の円滑化による走行速度の向上が実走行燃費を改善し、自動車からの

 二酸化炭素排出量を減らすことから、

 
VICSの導入及び普及を促進。

情報伝達 ディスプレイ

光ビーコン

ＦＭ多重放送

リアルタイムに提供さ

 
れる道路交通情報に

 
より、安全で快適な運

 
転が可能となる

レベル１
文字表示型

レベル２
簡易図形表示型

レベル３
地図表示型

電波ビーコン

ＦＭ多重アンテナ

ディスプレイ

ビーコンアンテナ

ナビゲーション
システム ＶＩＣＳ

受信機

ＶＩＣＳ対応カーナビのディスプレイ
(赤線が渋滞を表示)

２-２-（５）高度道路交通システム(ITS)の推進
 

②VICSの普及促進
目標達成計画

 
位置づけ対策

【ＶＩＣＳの普及促進により、基準年から2010年までに約240万t-CO2/年削減】

４２



２-２-（６）
 
路上工事の縮減 目標達成計画位置づけ対策

【路上工事の縮減により、基準年から2010年までに約70万t-CO2/年削減】

４３

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

・工事の集中化、共同施工化等の路上工事時間の抑制策を実施し、路上工事に起因する渋滞を

 緩和し、旧計画の目標である約50万トン削減を達成済み。

・第一約束期間において、路上工事時間のこうした抑制の取り組みを強化し、路上工事に起因する

 渋滞を一層緩和し、2008年度以降、

 

CO2排出量を更に年間約20万トン削減見込み。

（国道8号トンネル補修工事の集中化）

Ｃ
Ｏ
２
排
出
削
減
量

路上工事時間を

約40(時間/km・年)削減

 
(2002年度に対する2012年度の削減値)

【当初計画】 【現在の計画】
路上工事の縮減によるCO2排出削減量（イメージ）

路上工事時間を

約100(時間/km・年)削減

 
(2002年度に対する2012年度の削減値)

路上工事の縮減事例

実績実績
新たな目標新たな目標

’02

 

’03

 

’04

 

’05

 

’06

 

’07

 

’08

 

’09

 

’10

 

’11

 

’12
(年度)

’02

 

’03

 

’04

 

’05

 

’06

 

’07

 

’08

 

’09

 

’10

 

’11

 

’12
(年度)

年間約50万トン

 
削減見込み

年間約70万トン
削減見込み

集中工事化を

行った場合

１６０日 １１０日

個別で工事を

実施した場合

・トンネルの補修

 

５０日

・舗装修繕

 

４０日

・照明更新

 

３０日

・光ファイバー耐火

 

３０日

・点検・清掃等

 

１０日

計 １６０日

ひび割れの補修



２-２-（７）
 
自転車利用環境の整備 目標達成計画位置づけ対策

【自転車利用環境の整備により、基準年から2010年までに約30万t-CO2/年削減】

４４

自転車歩行者道の整備自転車道の整備

（例：広島市西区）（例：岡山県岡山市）

駅前等の駐輪場整備

○自転車利用促進や、自転車道や自転車歩行者道の整備による自転車走行空間の整備を推進○自転車利用促進や、自転車道や自転車歩行者道の整備による自転車走行空間の整備を推進



３．日本風景街道

４５



道路ならびにその沿道や周辺地域を舞台に、多様な主体による協働のもと、

景観、自然、歴史、文化等の地域資源や個性を活かした美しい国土景観の

形成を図り、観光の振興や地域の活性化に寄与。

美しい国土景観の形成

地域活性化への寄与 観光振興への寄与

多様な主体による協働

【目

 

的】

・

 

日本風景街道戦略会議（委員長

 

奥田碩

 

日本経団連名誉会長）において、約１年半に渡り、日本風景街道の理念、仕組

み、制度等を検討し、第４回戦略会議（H19.4.20）において「日本風景街道の実現に向けて

 

提言」を取りまとめたところ。

・

 

本提言を踏まえ、仕組みや枠組みの構築を図り、平成19年９月より、地方ブロック毎に設置された「風景街道地方協議会」

において、風景街道の登録の受付けを開始。平成21年１月末現在で105ルートが登録。

【経

 

緯】

＜活動イメージ＞

３－１
 
日本風景街道の概要

４６



取組の経緯

◆屋外広告対策を発端に、米国のシーニックバイウェイの取組は開始された

指定ルート数

◆ 現在、連邦指定のルートは、１２６ルート

取り組み体制

◆多様な主体が各地域で参加、活動

◆行政だけでなくＮＰＯからの支援体制も構築

１９７８年

 

：

 

屋外広告規制運動をきっかけとしてシーニックアメリカ協会が設立１９７８年１９７８年

 

：：

 

屋外広告規制運動をきっかけとしてシーニックアメリカ協会が設立屋外広告規制運動をきっかけとしてシーニックアメリカ協会が設立

１９９６年

 

：

 

第１回ルート指定（以降、98年、00年、02年、05年に実施）１９９６年

 

：

 

第１回ルート指定（以降、98年、00年、02年、05年に実施）

１９８９年

 

：

 

シーニックバイウェイ法の制定１９８９年

 

：

 

シーニックバイウェイ法の制定

１９９１年

 

：

 

シーニックバイウェイ国家諮問委員会の設置１９９１年

 

：

 

シーニックバイウェイ国家諮問委員会の設置

（２００５年９月指定の４５ルートを含む）
州 地元・NPO・企業 等州 地元・NPO・企業 等州 地元・NPO・企業 等

リソースセンター（ＮＰＯ）

資金支援 情報提供支援等

連携

FHWA 支援

相当数
自治体独自指定のシーニックバイウェイ

数１００
州指定のシーニックバイウェイ

99

27

オールアメリカンロード
（連邦（ＤＯＴ）指定）

ナショナル
シーニックバイウェイ
（連邦（ＤＯＴ）指定）

相当数
自治体独自指定のシーニックバイウェイ

数１００
州指定のシーニックバイウェイ

99

27

オールアメリカンロード
（連邦（ＤＯＴ）指定）

ナショナル
シーニックバイウェイ
（連邦（ＤＯＴ）指定）

～ 評価項目 ～

景観性
歴史性
自然性
文化性

考古学性
ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ性

３－２－（１）屋外広告対策に始まった米国シーニックバイウエイ

４７



ルートイメージ

◆活性化：地域内の魅力的な多くの資源を結ぶようにルートが形成されている

◆広域性：道路だけでなく、周辺の公園や観光資源等を含めた範囲を面的に指定している

ユタ州

 

Nebo Loop Scenic

地域住民による計画立案

駐車場の整備 ビューポイントの整備

自転車道・整備

散策道の整備

花壇の設置

３－２－（２）屋外広告対策に始まった米国シーニックバイウエイ

４８



３－２－（３）
 

屋外広告対策に始まった米国シーニックバイウエイ

活動内容例

◆多様性：さまざまな主体が、各々の活動分野・領域で活動を実施

＜ボランティアの活動例＞

沿道の清掃活動

＜沿道・民地内での活動例＞

案内板の設置（公園内）

ビジネスとの連携
＜簡易宿泊施設の設置＞

看板の改修・撤去

アダプトロードの活動を実

 
施するボランティア活動組

 
織名を示す看板

（左：企業

 

右：個人）

沿道駐車帯の整備 観光スポット等を示す案内

 
表標識

＜行政の活動例＞

ロゴの作成

（左：連邦政府

 

右：各州）
パンフレットの作成

木製ガードレールの整備

４９



北海道は我国におけるシーニックバイ北海道は我国におけるシーニックバイ

 ウェイの先進地ウェイの先進地。
2003年より展開を開始し、これまで

 ７ルートが指定。

シーニックバイウェイ北海道の状況

５０

３－３
 
シーニックバイウェイ北海道



H１７年度 日本風景街道戦略会議の設置（12月）

ワーキンググループの設置（5月）

戦略会議による先進的な取組みの視察等

H１８年度

H１９年度

第4回戦略会議にて「日本風景街道の実現に向けて

 

提言」を提出

・登録要綱の局長通知発出

・ブロック毎の協議会の設置

理念・仕組み・制度の検討

平成19年4月20日

 

日本風景街道戦略会議、奥田委員長から冬柴国土交通大臣に手交

運用開始

平成19年9月

 

登録開始

平成19年7月～8月

平成21年１月末現在

 

登録済み：１０５ルート

５１

H２０年度

３－４－（１）
 
日本風景街道の取組み（これまでの経緯）



○地域住民、ＮＰＯ、企業、行政など多様な主体による協働のもと、道を舞台に、自

 然、歴史、文化などの地域資源を活かした美しい国土景観の形成を図り、地域の

 活性化や観光の振興を目指す取組み。

＜日本風景街道の目的＞

多様な主体による協働

美しい国土景観の形成美しい国土景観の形成美しい国土景観の形成美しい国土景観の形成

地域活性化への寄与 観光振興への寄与

３－４－（２）
 
日本風景街道の取組み（目的）

５２



風 景 街 道

３－４－（３）
 
日本風景街道の取組み（運動方針と構成要素）

○日本風景街道は、「地域の資源」、「活動する人たち」、

 「活動内容」、「活動の場」から構成されるもので、それ

 らを総称して「風景街道」と言う。

＜構成する要素＞＜運動方針＞

○日本風景街道を国民的な運動に拡げるため、４つの方針

（「全国に運動を拡げること」、「多様性を確保すること」、

「さらなる質の向上を図ること」、「継続的な運動とするこ

と」）を掲げて取組んでいる。

方針３：さらなる質の向上を図ること

方針４：継続的な運動とすること

方針１：全国に運動を拡げること

方針２：多様性を確保すること

地 域 資 源

活 動 主 体
（風景街道ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ）

活 動 内 容

活 動 の 場
（中心となる道路

 

等）

５３



○景観資源

○自然資源

○歴史資源

○文化資源

○体験・交流資源

○施設・情報資源

街並み・沿道景観を形成する資源、人工物、水辺、夜景、港、棚田、田畑

 
等

道の駅、温泉、市場、屋台、特産品

 
等

世界遺産、国立・国定公園、山岳、川、滝、峠

 
等

街道史（旧道・古道）、寺社仏閣、歴史的建築物、宿場町、産業遺産、歴史的人物

 
等

世界遺産、重要文化財、伝統芸能、祭り・行事、食文化

 
等

レクリエーション施設、体験・交流施設（体験農場等）

 
等

＜地域資源＞

３－４－（４）
 
日本風景街道の取組み（地域資源）

５４



＜活動主体 （風景街道パートナーシップ） ＞

３－４－（５）
 
日本風景街道の取組み（活動主体）

５５

地方公共団体

（市町村等）

企業

地域住民

町内会・自治会

警察

大学関係者

ＮＰＯ

その他

道路の管理者

活動に応じて必要な組織

地方公共団体

（市町村等）

企業

地域住民

町内会・自治会

警察

大学関係者

ＮＰＯ

その他



＜活動内容・活動の場（中心となる道路）＞
 

Ｐ 
観光地の再開発

植栽・道路清掃活動 

街並みの保全 

道路と沿道が形成 
する観光資源の整備 

 沿道と道路が一体と 
なった美しい景観の形成

○○商店 

地域の歴史遺産を生かした
魅力ある地域づくり 

美しくない景観の改善 
○○開発 

歴史のある橋梁の保全

観光情報の発信 

地域コミュニティ
の再生・促進 

中心となる道路

道を舞台とした官民協

働の多様な取組み

道を舞台とした多様な 
主体による協働の取組み 

観光拠点への 
アクセス向上 

美しくない景観の改善 美しくない景観の改美しくない景観の改善 

SA・PA 等における情報発信

美しく快適な 
歩行者空間の整備

ビューポイントの整備 

地域の自然を生かした
魅力ある地域づくり 

：道の駅 ：とるぱ

３－４－（６）
 
日本風景街道の取組み（活動内容と活動の場）

５６



H22年度以降H19年度 H20年度 H21年度

登録体制

 の準備

評
価
の
開
始

登
録
の
開
始

登録の随時受付け

評価の本格運用
評価体制

の準備・確立
評価の試行

＜実施展開の考え方＞

３－４－（７）
 
日本風景街道の取組み（実施展開の考え方）

５７



美しい国土景観の形成

＜日本風景街道

 

登録ルート一覧（平成２１年１月末現在）＞

３－４－（８）
 
全国から１０５ルートを登録

５８



課題

○活動の活性化・多様化が必要

○個々の団体の活動状態に応じ
て悩みが異なり、それに応じた
対応が必要

○意欲的なパートナーシップの

重点的な支援

対応策

○ルート全般に対する支援

・活動の促進に資するような評価手法

の検討

・先進事例集、支援施策集の作成

 

等

○個別のルートの意欲に応じた支援

・有識者等による各団体の活動の診断

（アドバイザー制度）の試行

○重点的な支援

・活動計画案について、地方協議会に

よる計画協議を実施

・風景街道の目的に合致した意欲的な

取組み、広域的な連携等を重点的に
支援

効果

○活動のレベルと意欲

に応じた質の向上

○多様性の確保

５９

３－４－（９）
 
日本風景街道に関する 近の取組み



■広告看板の撤去

【九州：九州横断の道やまなみハイウェイ】
活動内容：野焼きによる草原景観の保全

■野焼きにより美しい草原景観を保全、維持

【九州：かごしま風景街道】
活動内容：広告看板の撤去

■景観間伐による眺望の変化

【関東：秩父路ルネッサンス】
活動内容：景観間伐

実施前

実施後

【関東：東京・迎賓地区】
活動内容：青山通り街並み協定書

■景観整備による沿道景観の向上

現状

景観整備のイメージ

３－４－（10）
 
取組み事例 ① （景観をよくするもの）

６０

実施後

実施前



■古民家再生活動 ■農地の再生

【東北：のしろ白神の道】
活動内容：古民家再生

【関東：日本風景街道２９８三郷】
活動内容：環境美化・花いっぱい活動

【東北：菅江真澄ら旅人の足跡を巡る心の旅】
活動内容：菅江真澄の描いた食の再現

【関東：江戸・東京・みらい街道】
活動内容：名橋「日本橋」を洗う会

■菅江真澄の日記から
２００年前の食を再現

■再現された料理

■橋洗いの様子

■道路元標の清掃

しらかみ

すがえますみ

■沿道花壇の花の種まき

３－４－（11） 取り組み事例 ② （地域資源の質の向上と維持を図るもの）
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■公共の職員用駐車場などを観光客に開放

【関東：時空から天空への道

 
日光街道】

活動内容：ホリデーパーキング
【北陸：良寛も歩いた弥彦浪漫の道】
活動内容：無線LANアクセスポイント設置

【近畿：御所まち近世景観街道
～近世物流の要所～】

活動内容：古地図を用いた道案内

【中国：人間文化の原風景
～ご縁をつなぐ神仏の通ひ路～】

活動内容：レーク街道カフェ

■ガイドの状況

■無線LANポイントの設置
■ライブカメラで画

像を配信

■昔の街並みを記した
古地図

● オープンカフェ

●連携カフェ
既存の喫茶店等にも「連携カフェ」
としてご協力いただきました。

木綿街道 タウンプラザ
しまね

京橋堀川沿い 中海みさき
親水公園

ご せ

りょうかん や ひ こ

 

ろ ま ん

３－４－（12）
 
取組み事例 ③ （来訪者をもてなす、楽しませるもの）
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■空き店舗などをまちづくり拠点「うさぎ庵」として改装

【北陸：良寛も歩いた弥彦浪漫の道】
活動内容：まちづくり拠点「うさぎ庵」

【中部：渥美半島菜の花浪漫海道】
活動内容：菜の花エコプロジェクト

【四国：いやし・もてなし神山街道】
活動内容：次世代につなげる神山風景街道

ワークショップ

【九州：かごしま風景街道】
活動内容：まちの駅「ふるさと」

■クリスマスイベントの会場

 
として活用

■幼稚園児や小学生
による種まき

■菜の花イベント

■廃食用油を公用車の燃料

 
として使用

■徳島大学真田助教による風景ガイダンス

■まちの駅ふるさと

りょうかん や ひ こ ろ ま ん

かみやま

３－４－（13）
 

取組み事例 ④ （地域の人々の交流や連携を促進するもの）
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